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王様だ！

もっとよい国を
つくりたいぞ

読書をさせよう

ん？
まんがは
けしからん！

いやだ～

まんがは、読むのも
かくのも禁止する！

え～っ

なに！？ きまりを
破ったものは、
刑務所に
入れるぞ！！

む しょけい

1

2

3

4

王様だ！

もっとよい国を
つくりたいぞ

読書をさせよう

ん？
まんがは
けしからん！

いやだ～

まんがは、読むのも
かくのも禁止する！

え～っ

なに！？ きまりを
破ったものは、
刑務所に
入れるぞ！！

む しょけい

1

2

3

4

権
けん
力
りょく
は私たちの自由をおびやか

すおそれがあるね。

1 王様の政治

2
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王様だ！

もっとよい国を
つくりたいぞ

読書をさせよう

ん？
まんがは
けしからん！

いやだ～

まんがは、読むのも
かくのも禁止する！

え～っ

なに！？ きまりを
破ったものは、
刑務所に
入れるぞ！！

む しょけい

1

2

3

4

まんがのようなことが起こらない
ようにするためには、どうしたら
よいだろうか。

3
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なぜ法に基づいて政治が行われることが大切なので

しょうか。

第1節の問い?

2 法に基づく政治と法に基づく政治と憲憲
けんけん
法法
ぽうぽう

学習課題学習課題

なぜ立憲主義による憲法は必要なのでしょうか。

立憲主義の憲法について、個人の尊重と法の支
配に着目して理解しましょう。

見方・考え方見方・考え方 個人の尊重個人の尊重 法の支配法の支配

4
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国の政治の基本的なあり方を定める法を憲
けん

法
ぽう
といいます。よりよい民主政治を実現す
るためには、基本的人

じん
権
けん
の尊
そん
重
ちょう
など、私た

ちがともに生きていくうえで大切にすべき
原則を明らかにして、それを政治権力が守
るしくみをくふうしなければなりません。
このような憲法に基づいて政府をつくり、
政治を行うことにより、権力の濫

らん
用
よう

1 を防
ごうとする考え方を立

りっ
憲
けん
主
しゅ
義
ぎ
といいます。

　立憲主義の実現のために、多くの国で、
憲法は国の最

さい
高
こう
法
ほう
規
き

2 であるとされてい
ます。憲法の改正には慎

しん
重
ちょう
な手続きが定

められ、憲法に違
い
反
はん
する法

ほう
律
りつ
や命令は効力

をもちません。このように、立憲主義に基

憲
けん
法
ぽう
とは

5
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づいて、人権の保
ほ
障
しょう
や権力分立を定める

憲法を、立
りっ
憲
けん
主
しゅ
義
ぎ
の憲
けん
法
ぽう

3 といいます。

国の政治の基
本的なあり方
を定める法

国会が制定
するきまり

政令や省令
など※

※ 法律を実
じっ

施
し

するために内
ない

閣
かく

が定めるきまり（政令）。法律や
政令を実施するために大臣が定めるきまり（省令など）。

憲法憲法

法律法律

命令命令

2 法の構成
上位の法になるほど、強い効力をもち、下位の法が
上位の法に反するときは無効になります。憲法は最
高位の法です。

6
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民主政治の目的は、私たちがたがいに協力
し、一人一人の幸せを実現することにあり
ます。そのためには、政治においては、一
人一人が尊

そん
厳
げん
のある人間として等しく配

はい
慮
りょ

され、その個性が尊重されなければなりま
せん。これを個

こ
人
じん
の尊

そん
重
ちょう
といいます。そ

して、私たちが人間として自分らしく生き
るために必要な権利（基

き
本
ほん
的
てき
人
じん
権
けん
）が保障さ

れなければなりません。そのため、基本的
人権は憲法によって保障され、法律によっ
てもうばうことができないとされています。

権力をもつ人の好みや思いつきで政治権力

法の支配と権力分立

個人の尊重と人権の保障

7
43-142-6
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が行使されると、私たちは安心して自由な
生活を送ることができなくなります 1 5 。
また、その場合、自分と他の人との異

こと
なる

取りあつかいを、理由のない不公平なもの
であると感じるでしょう。政治権力が公平
に行使され、私たちの自由が守られるため
には、あらかじめ定められた法

ほう
に基づく必

要があります。このように、権力をもつ人
もまた法に従

したが
わなければならないという

考え方を法
ほう
の支

し
配
はい
（➡ ページ）4 と

いいます。
　権力が集中して強大になると、法が守ら
れず、私たちの自由がおびやかされる危

き
険
けん

があります。そこで、権力を分
ぶん
割
かつ
し、たが

いに抑
よく
制
せい
と均
きん
衡
こう
をはかるくふうがされてい

ます（権
けん
力
りょく
分
ぶん
立
りつ
➡ 、 、

55-0260-0

84-0 112-0 260-0

8
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ページ）。そのなかで重要なものの一つと
して、今日では多くの国で、法律や命令な
どが憲法に違反していないかを、裁

さい
判
ばん
所
しょ
が

判断するしくみがとられています（➡
ページ）。法の支配や権力分立は、基本的
人権を守って、よりよい民主政治が行われ
るようにするために、憲法が定める大切な
しくみです 6 。

55-0105-0

すべて権力をもつ者はそれを濫
らん
用
よう
しが

ちである。彼
かれ
は極限までその権力を用

いる。それを防ぐには、権力が権力を
抑
よく
制
せい
するように按

あん
配
ばい
することが必要で

ある。

5 モンテスキュー『法の精神』
　　　　　　裁判所と議会が同じ権力になると、何
が起こるかを考えましょう。
資料活用資料活用

9
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6 日本国憲法の構成
　　　　　　基本的人権の保障と権力分立（権力の
制限）は、憲法のどの章で定められているでしょうか。
資料活用資料活用

第1章 天
てん
皇
のう

第2章 戦争の放
ほう
棄
き

第3章 国民の権
けん
利
り
及
およ
び義務

第4章 国会
第5章 内

ない
閣
かく

第6章 司法
第7章 財政
第8章 地方自治
第9章 改正
第10章 最高法規
第11章 補

ほ
則
そく

10
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アクティビティアクティビティ

立憲主義とは何だろう

権力をもつ人も法に従わなければならないとい

う「法の支配」は、憲法に基づいて政治を行う

ことで権力の濫用を防ごうとする「立憲主義」

と密接な関係にあります。

①�4 は、それぞれだれが法を制定しているので

しょうか。

②�憲法で、国会議員や公務員に憲法を尊重し擁
よう

護
ご
する義務（第99条）を負わせている理由を

説明しましょう。

③�もし民主主義によって個人の尊重を損なう可

能性がある場合の、憲法の役
やく
割
わり
を説明しま

しょう

11
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わしの言うことを
聞かないと

刑務所に入れるぞ

国王・君主・独
どく

裁
さい

者
しゃ

国民

法を制定法を制定

政治政治権権
けんけん

力力
りょくりょく

人の支配人の支配

何をされるか
わからないので
何も言えない

4 人の支配と法の支配

12
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国王・君主・政府

制限制限

政治権力政治権力
（（法法

ほうほう

律律
りつりつ

））

法の支配法の支配

国民（人権の担
にな

い手）
政府は法に
従
したが

うべきだ

法
を
制
定

法
を
制
定

13
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（
権
力
を
制
限
す
る
し
く
み
）

立
憲
主
義
の

立
憲
主
義
の

憲
法
憲
法

人
権
保
障

人
権
保
障

権
力
分
立

権
力
分
立

目
的
目
的

手手し
ゅ

し
ゅ

段段だ
ん

だ
ん

3
立
憲
主
義
の
憲
法

14
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立憲主義の憲法と十七条の憲法で、ち

がうところは何でしょうか。

歴史

確認確認

立憲主義とは、どのような考え方か本文からぬ
き出しましょう。

民主政治で、法の支配と権力分立が大切な理由
を説明しましょう。

表現表現

15
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金
融
の
し
く
み
は
、
私
た
ち
の
生
活
と
ど
の
よ
う
に

か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

金
融
の
し
く
み
と
お
金
の
大
切
さ

第
　
　
　節
33

第
3
節
の
問
い

1 銀行の窓
まど
口
ぐち

（2019年、

福
ふく
岡
おか
県八

や
女
め
市）

お金にお金に余余
よよ

裕裕
ゆ うゆ う

がが
ある家計・ある家計・企企

きき

業業
ぎょうぎょう

BANKBANK

2 金融の役
やく
割
わり

2
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金金
き んき ん

融融
ゆ うゆ う

100万円

100万円

預金

元金

預金利子
1%

1万円

BANK

BANK

BANK

銀行
BANK

100万円

元金
BANK

収入
（5万円-1万円）
4万円 貸し付け利子

5%

5万円

BANK

お金を必要とお金を必要と
している家計・企業している家計・企業

BANKBANK

新しい事業を
始めたい

家を
買いたい

100万円

貸し付け
BANK

私たちが銀行に預
あず

けた後のお金はど
うなるのだろう。

3
162-2



B5判　22P　公民

1 金融のしくみ金融のしくみ

学習課題学習課題

金融とは何でしょうか。どのようなしくみとは
たらきをもつのでしょうか。

お金の貸し借りの意義を、希少性に着目して理
解しましょう。

見方・考え方見方・考え方 希少性希少性

4
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私たちは、会社などで働いて賃
ちん
金
ぎん
をお金で

受け取り、財やサービスと交
こう
換
かん
し消費生活

を送っています。ほとんどの人にとってお
金は希少ですから、思うような消費をする
にはお金が足りず買い物をあきらめなけれ
ばならないことがあります。もしお金が足
りないときでも、人から借りることができ
れば思うような買い物ができます。
　私たちの社会には、一時的にお金に余

よ
裕
ゆう

のある家計や企
き
業
ぎょう
がある一方で、住

じゅう
宅
たく
や

機械を買うためのお金が不足している家計
や企業もあります。これから起業をしたい
ベンチャー企業もお金は不足しているで
しょう。余裕のあるところと不足している

金
きん
融
ゆう
とは

5
162-4



B5判　22P　公民

ところとのあいだで、お金を貸し借りする
ことを金

きん
融
ゆう

2 といいます。（ ）
　金融によって、不足していた家計は住宅
を買え、企業は新しい機械を手に入れて生
産を増やし、ベンチャー企業は起業するこ
とができるでしょう。ただし借りたお金は
後で借りた金額（元

がん
金
きん
）に利

り
子
し
（金利）をつけ

て返さなければなりませんから、家計も企
業も将

しょう
来
らい
返せる見

み
込
こ
みがなければなりま

せん。

リンク

（合計1553兆2894億円）

（2022年平均残高）

預金 92.7％

現金 7.3％

3 日本の通貨の構成比率
（「マネーストック統計」2022年）

6
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中央銀行中央銀行 日本銀行

民
間
金
融
機
関

民
間
金
融
機
関

普普
ふふ

通通
つうつう

銀行銀行
都市銀行、地方銀行、
ゆうちょ銀行　など

協同組織協同組織
金融機関金融機関

信用金庫、労働金庫、
信用組合　など

農林水産農林水産
金融機関金融機関

農業協同組合、
漁業協同組合　など

保険会社保険会社
生命保険会社、
損害保険会社　など

証券会社証券会社 証券会社　など

公的金融機関公的金融機関 日本政
せい
策
さく
金融公庫

など

4 主な金融機関

7
162-6



B5判　22P　公民

公民公民
++αα 金融商品のリスクとリターン
　家計や企業は、預金以外にも、株式や債券など
の方法で金融機関や企業へお金を貸し出すことが
できます。これらの金融商品は、配当や金利など
による収

しゅう
入
にゅう
を得ることを目的に買われます。

　 6 からは、これらの金融商品は金利の大きさ
にちがいがあることがわかります。収

しゅう
益
えき
（リター

ン）が大きくなるときは、結果がわからない不確
実な状態（リスク）の幅

はば
が大きいといえます。「確

実にお金を大きく増やすことができる」金融商品
など、存

そん
在
ざい
しません。

　リスクを小さくするには、投資先を分散させる
ことが効果的だといわれています。この考えは
「一つのカゴに卵

たまご
を盛

も
るな」という例えが使われ

ます。

8
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債
券
債
券

国債国債 国が発行する借用証書。
元本保証あり。

社債社債 企
き

業
ぎょう

の借用証書。企業の
倒
とう

産
さん

リスクがある。

株式株式 株式会社の資本を細分化
した証書。

投資投資信信
しんしん

託託
たくたく 株式や債券の投資を専

せん

門
もん

家が運用する。

大大

小小

リ
タ
ー
ン

大大小小 リスク

預貯金

債券

投資信託

株式

5 主な金融商品

6 金融商品のリスクとリターンの関係
（日本証券業協会資料）

9
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集中投資

一つに集中して
投資すると

値
ね

下がりしたときの
損失が大きい

分散投資

分散して投資すると

一つが値下がりしても
全体の損失が小さい

7 分散投資のイメージ

10
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金融は家計や企業の役に立ちますが、借り
る相手や貸す相手を自分で探

さが
すのは大変で

す。そのため、銀
ぎん
行
こう

1 などの金
きん
融
ゆう
機
き
関
かん

4

が両者のあいだに立って金融をなかだちし
ます。私たちの多くは銀行に預

よ
金
きん

3 をし
ています。預金は、ATM（現金自動預

あず
け払

ばら

い機）を使って引き出すことで紙
し
幣
へい
として

返ってきますから、私たちが銀行に貸した
お金だといえます。また、高価なものを
買ったときなどは、私たちの口座から相手
の口座に預金を移動させる振

ふ
り込

こ
みという

手
しゅ
段
だん
で支払いすることもできますので、預

金も貨幣の役
やく
割
わり
を果たしています。

銀行のはたらき

11
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銀行は、預かったお金を事業資金として企
業に貸し付けたり、個人が住宅を買うとき
に貸し付けたりします。金融には、このよ
うに家計や企業が金融機関をなかだちとし
て間接的にお金を調達するような貸し借り
のしかたがあり、これを間

かん
接
せつ
金
きん
融
ゆう

8 とよび
ます。
　その一方で、企業などの借り手が株

かぶ
式
しき
や

債
さい
券
けん

1 などを発行して直接貸し手からお
金を調達するやり方もあり、これを直

ちょく
接
せつ

金
きん
融
ゆう
とよびます。直接金融の場合は、貸し

手が高い利子や配当を得られる可能性があ
るかわりに、貸し手は自分の責任で借り手
のことをよく調べなければ、元金がもどっ

間接金融と直接金融

12
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てこないこともあります 6 。

1 債券とは、お金を調達するために発行する返済
期限が定められた証券で、社債（企業が発行）、国

債、地方債などがあります。

13
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貸
し
付
け
利
子

預
金
利
子

資金

株
かぶ

式
しき

・配
はい

当
とう

BANK
BANKBANK

銀行

資金の借り手
（企

き

業
ぎょう

）
資金の貸し手
（家計）

証券会社

貸
し
付
け

直接金融間接金融

預
金

シミュレーション

8 間接金融と直接金融
証券会社は株式の売買を仲

ちゅう
介
かい
して、手数料収入を

得ています。

14
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鎌
かま
倉
くら
時代に宋

そう
銭
せん
が広く使われるように

なると、高利貸しが現れました。

歴史

確認確認

金融とは何か、本文からぬき出しましょう。

直接金融と間接金融のちがいを説明しましょう。

表現表現

15
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